
奨学会名 出願条件等
他奨学会
との重複

申込締切日 願書配付及び申込受付
推薦
人数

公益財団法人
浦上奨学会
西日本豪雨特別奨学金

〈課程〉学部
〈学年〉指定なし
〈学部〉指定なし
〈その他〉
西日本豪雨による災害救助法適用地域に在住、若しく
は同地に実家があり、学費や生活費を払う保護者が被
災したり家屋が倒壊するなど、経済的に修学が困難な
者。

〈貸与期間〉正規の最短修業年限まで

不可
(貸与型は

可)
給与

５万円
(一時金として

初回のみ50万円)
1

公益財団法人
浦上奨学会
2019年度貸与型奨学金

〈課程〉修士、博士
〈学年〉２０１９年４月入学予定者
〈研究科〉指定なし
〈その他〉
広島県出身の者。

〈貸与期間〉正規の最短修業年限まで

※最短修業年限で修了した場合、奨学金の返還が半額
免除。貸与した奨学金は無利息。卒業した年の11月から
15年間の年賦で返還。進学や疾病等で返還が困難な場
合は、願い出により返還猶予可。

可 貸与

５万円
６万円
７万円
８万円

から選択

1

平成３０年９月１８日　本部奨学厚生課奨学チーム

浦上奨学会奨学生の募集について

奨学金月額

※数理科学研究科、総合文化研究科学生も、本郷キャンパス（学生支援センター）へ出願してください。

本部奨学厚生課奨学チーム

※本件は学内選考を実施します。

※内部選考用願書一式＋浦上奨学会願書
一式を左記期日までに同時に提出いただき
ます。

※応募を検討する学生は奨学厚生課窓口に
お越しいただくか、奨学厚生課
syougaku.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp へメール
にてお問い合わせください。提出書類等の詳
細についてお知らせいたします。

平成30年10月10日(水)


